
 

 

随意契約理由書 

件名 玉津処理場 ３号汚水スクリーン改修工事 

契約の相手方 株式会社日立プラントサービス 

根拠法令 地方公営企業法施行令第２１条の１４第 1 項第 2 項に該当 

 

今回改修を行う３号汚水スクリーンは、流入した下水中の浮遊物を連続的にレーキで掻き揚げ

る設備であり、万一機能不全が発生した場合、市民生活に重大な影響を与えることになる。 

本改修は、劣化の著しい減速機や可動部材の取替を行うことにより、今後の安定的な運転を図

るものである。 

 今回改修を行う３号汚水スクリーンは、日立機電工業株式会社により製造・据付され、本改修を

行うためには製造会社しか知り得ない技術資料及び総合的な調整・整備のノウハウを有している

必要があるため、当該機器の製造会社しか履行することができない。 

 製造会社である日立機電工業株式会社は国内上下水道施設向け水処理機械設備の新設・更

新事業について、上記業者に業務移管しているため、本改修は上記業者しか履行することができ

ない。 

 

以上の理由により、上記業者と随意契約を行うものである。 

 

 

 

 

担 当 部 署 

( 問 合 せ 先 ） 
建設局西水環境センター施設課西神施設係   (電話番号 927-5078) 


